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に
高
齢
者
団
体
な
ど
に
協
力

を
働
き
か
け
る
な
ど
を
決
め

た
。

　

地
震
・
豪
雨
災
害
で
は
２

０
０
人
近
い
会
員
か
ら
被
害

の
報
告
が
寄
せ
ら
れ
、
医
療

器
具
の
損
壊
や
建
物
の
一
部

損
壊
な
ど
の
被
害
を
受
け
た

会
員
１
５
２
人
に
協
会
・
保

団
連
か
ら
お
見
舞
い
金
を
支

給
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

協
会
・
保
団
連
が
９
月
か

ら
実
施
す
る
予
定
の
請
願
署

名
は
、
75
歳
以
上
の
窓
口
負

担
２
割
化
を
は
じ
め
と
す
る

患
者
負
担
増
を
法
案
化
さ
せ

な
い
こ
と
を
目
的
に
、
ク
イ

ズ
ハ
ガ
キ
と
セ
ッ
ト
で
取
り

組
む
。
理
事
会
で
は
、
２
次

案
が
協
会
か
ら
の
意
見
を
受

け
て
改
善
し
て
い
る
こ
と
を

認
め
た
う
え
で
、
一
部
修
正

の
意
見
を
保
団
連
に
報
告
す

る
こ
と
に
し
た
。
署
名
用
紙

と
ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ
は
９
月
初

め
に
会
員
の
も
と
に
届
け

る
。

　

会
務
運
営
で
は
、
役
員
選

考
に
係
る
規
程
の
整
備
等
を

検
討
、
９
月
理
事
会
で
引
き

続
き
検
討
し
結
論
を
出
し
て

い
く
こ
と
に
し
た
。

た
署
名
目
標
２
万
筆
を
達
成

す
る
た
め
、
理
事
は
全
体
の

４
分
の
１
に
あ
た
る
５
千
筆

を
集
め
る
、
地
区
ご
と
に
目

標
を
設
定
す
る
、
地
区
ご
と

止
め
る
た
め
の
新
し
い
請
願

署
名
・
ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ
に
つ

い
て
の
保
団
連
２
次
案
の
検

討
な
ど
の
運
動
対
策
を
協
議

し
た
。
前
回
理
事
会
で
決
め

　

協
会
は
14
日
、
第
16
回
理

事
会
を
開
き
、
大
阪
北
部
地

震
・
西
日
本
豪
雨
で
の
会
員

被
害
へ
の
お
見
舞
い
金
支

給
、
医
療
保
険
改
悪
を
食
い

塚
市
▽
21
日
（
火
）
14
時
〜

河
南
町
▽
24
日
（
金
）
10
時

〜
千
早
赤
阪
村
、
14
時
〜
大

阪
狭
山
市
▽
27
日
（
月
）
10

時
〜
泉
佐
野
市
▽
28
日

（
火
）
14
時
〜
池
田
市
▽
29

日
（
水
）
14
時
〜
豊
中
市
▽

30
日
（
木
）
10
時
〜
東
大
阪

市
、
14
時
〜
柏
原
市
▽
９
月

３
日
（
月
）
10
時
〜
吹
田
市

▽
10
日
（
月
）
10
時
〜
四
條

畷
市
、
14
時
〜
大
東
市
▽
14

日
（
金
）
10
時
〜
枚
方
市
▽

25
日
（
火
）
14
時
〜
藤
井
寺

市
▽
27
日
（
木
）
10
時
〜
羽

曳
野
市
▽
10
月
10
日
（
水
）

10
時
〜
河
内
長
野
市
▽
16
日

（
火
）
14
時
〜
富
田
林
市

※
そ
の
他
の
自
治
体
の
日
程

は
調
整
中

の
声
を
直
接
行
政
に
届
け
る

貴
重
な
場
と
し
て
、
会
員
の

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動
の
予
定
は

次
の
通
り
。
参
加
希
望
者
は

協
会
事
務
局
（
℡
06
―
６
５

６
８
―
７
７
３
１
）
ま
で
。

◇

日
程
確
定
の
自
治
体

▽
７
月
26
日
（
木
）
10
時
〜

和
泉
市
▽
８
月
６
日
（
月
）

14
時
〜
門
真
市
▽
７
日

（
火
）
10
時
〜
忠
岡
町
、
14

時
〜
熊
取
町
▽
８
日
（
水
）

10
時
〜
泉
南
市
、
14
時
〜
阪

南
市
、
14
時
〜
堺
市
▽
９
日

（
木
）
10
時
〜
交
野
市
、
14

時
〜
く
す
の
き
広
域
連
合
▽

16
日
（
木
）
14
時
〜
岸
和
田

市
▽
20
日
（
月
）
14
時
〜
貝

　

協
会
が
常
任
幹
事
団
体
を

務
め
る
大
阪
社
会
保
障
推
進

協
議
会
が
毎
年
取
り
組
ん
で

い
る
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
行

動
が
23
日
の
島
本
町
、
24
日

の
寝
屋
川
市
を
皮
切
り
に
始

ま
っ
た
。
今
年
は
子
ど
も
の

貧
困
対
策
や
国
保
、
健
診
、

生
活
保
護
な
ど
７
分
野
41
項

目
を
掲
げ
、
府
内
各
市
町
村

に
福
祉
・
市
民
施
策
の
改
善

を
求
め
て
い
る
。

　

歯
科
で
は
、
自
治
体
ご
と

の
口
腔
保
健
条
例
や
口
腔
保

健
計
画
の
策
定
と
と
も
に
、

「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
総

合
的
な
歯
科
保
健
対
策
の
推

進
」
を
要
望
。
歯
科
健
診
の

拡
充
を
求
め
て
い
る
。

　

協
会
は
、
歯
科
医
療
現
場

（
グ
ラ
フ
）。

　

来
秋
に
予
定
さ
れ
る
10
％

へ
の
消
費
増
税
で
は
、
一
般

的
な
世
帯
（
年
収
４
０
０
万

円
程
度
）
で
年
間
４
万
円
以

上
の
負
担
増
に
な
る
と
い
う

試
算
が
で
て
い
る
。
実
質
賃

金
が
伸
び
ず
、
税
の
負
担
が

国
民
に
重
く
の
し
か
か
る
な

か
、
消
費
税
を
10
％
に
引
き

上
げ
れ
ば
内
需
は
さ
ら
に
縮

小
し
、
日
本
経
済
に
深
刻
な

ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
か
ね
な

い
。

Ａ　

増
税
の
度
に
消
費
不
況

に
な
っ
て
い
る
。

　

消
費
税
は
、
国
民
の
消
費

行
動
に
大
き
く
影
響
す
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

総
務
省
が
実
施
し
た
家
計

調
査
で
は
、
消
費
税
が
導
入

さ
れ
た
１
９
８
９
年
、
５
％

に
増
税
さ
れ
た
97
年
と
国
民

の
消
費
は
低
迷
し
て
い
る
。

特
に
２
０
１
４
年
の
８
％
へ

の
増
税
は
、
過
去
の
増
税
と

比
較
し
て
も
消
費
の
冷
え
込

み
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る

Ｑ　

消
費
税
増
税
を
す
る
と

不
況
に
な
る
と
い
う
の
は
本

当
か
？

第16回
理事会

大阪社保協

消費税で冷え込んだ消費

地
震
・
豪
雨
被
害
で
お
見
舞
金

キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動
始
ま
る

被
災
会
員
へ
の
支
給
な
ど
協
議

福
祉
の
充
実
求
め
市
町
村
へ
要
請

　消費増税で景気は？

教えて！

財
源
問
題

財
源
問
題

社
会
保
障

社
会
保
障

Ｑ

　

職
員
に
突
然
退
職
さ
れ
る

と
困
る
の
で
、
就
業
規
則
で

「
医
院
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
有

効
で
す
か
（
30
代
、
男
性
）

14
日
規
定

　

民
法
で
は
、
期
間
の
定
め

の
な
い
契
約
は
い
つ
で
も
解

約
の
申
し
入
れ
が
で
き
、「
雇

用
は
、
解
約
の
申
入
れ
の
日

か
ら
２
週
間
を
経
過
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
終
了
す
る
」

（
民
法
６
２
７
条
１
項
）
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
月
給
者
の
場
合

は
、
当
該
給
与
計
算
期
間
の

前
半
に
申
し
出
た
場
合
、
当

該
給
与
計
算
期
間
の
終
了

日
、
後
半
に
申
し
出
た
場

合
、
次
期
給
与
計
算
期
間
の

の
よ
う
な
記
載
が
多
い
の
も

そ
の
た
め
で
す
。

  　
第
○
条
（
退
職
）　

前
条
の
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
職
員
が
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

退
職
と
す
る
。
①
退
職
を

願
い
出
て
医
院
か
ら
承
認

さ
れ
た
と
き
、
又
は
退
職

願
を
提
出
し
て
14
日
を
経

過
し
た
と
き

信
頼
関
係

　

裁
判
例
で
も
「
…
解
約
申

入
れ
の
効
力
発
生
を
使
用
者

の
…
承
認
に
か
か
ら
せ
る
こ

と
を
許
容
す
る
と
…
承
認
が

な
い
限
り
退
職
で
き
な
い
こ

と
に
な
り
、
労
働
者
の
解
約

の
自
由
を
制
約
す
る
結
果
と

な
る
…
効
力
を
有
し
な
い
と

解
す
べ
き
で
あ
る
」（
高
野

メ
リ
ヤ
ス
事
件
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

少
人
数
の
医
院
で
は
、
１

人
欠
員
が
出
れ
ば
業
務
に
大

き
な
支
障
が
生
じ
ま
す
。
や

む
を
得
な
い
事
情
で
退
職
す

る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も

「
引
き
継
ぎ
」だ
け
は
き
ち
ん

と
や
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
困

り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
院
長

と
し
て
、
労
務
管
理
、
年
休

の
運
用
の
あ
り
方
等
が
ど
う

で
あ
っ
た
か
考
え
て
み
て
、

今
後
に
生
か
す
こ
と
が
大
切

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

（
社
労
士
・
桂
好
志
郎
）

終
了
日
に
契
約
が
解
消
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用

の
場
合
、
医
院
の
承
認
が
な

く
て
も
、
退
職
の
申
し
出
を

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
14
日

を
経
過
し
た
と
き
は
退
職
と

な
り
ま
す
。
就
業
規
則
で
次

第２回 突然の退職

医院の承認なしでも
２週間後に雇用解消

イラスト・辻井タカヒロ

　　雇用　　雇用
トラブルトラブル

社労士が解決！

身近な

地
震
・
豪
雨
災
害

　

大
阪
北
部
地
震
の
恐
怖

が
冷
め
や
ら
ぬ
ま
ま
、
７

月
に
入
っ
て
西
日
本
を
豪

雨
が
襲
い
、
各
地
に
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

「
災
害
大
国
」
の
惨
状
に

原
発
再
稼
働
の
危
険
性
が

改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
る

な
か
、
大
阪
で
は
地
震
の

被
災
者
に
追
い
打
ち
を
か

け
る
よ
う
に
浸
水
や
雨
漏

り
の
被
害
が
相
次
い
だ
。

地
震
・
豪
雨
被
災
者
の
苦

難
に
政
治
は
ど
う
向
き
合

う
の
か
。
政
府
の
姿
勢
が

厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
。

　

豪
雨
に
見
舞
わ
れ
た
地

域
で
は
、
約
４
８
０
０
人

に
上
る
被
災
者
が
避
難
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
。
地
域
の
復
旧
・
復
興

に
は
住
環
境
の

整
備
が
欠
か
せ

な
い
。
仮
設
住

宅
や
災
害
公
営

住
宅
の
建
設
に
全
力
を
挙

げ
る
と
と
も
に
、
自
宅
再

建
へ
の
公
的
支
援
が
強
く

求
め
ら
れ
る
。

　

被
災
者
生
活
再
建
支
援

法
で
は
対
象
が
全
壊
と
大

規
模
半
壊
に
限
ら
れ
、
最

大
で
も
３
０
０
万
円
し
か

支
給
さ
れ
な
い
。
床
上
１

㍍
未
満
の
浸
水
や
、
大
阪

北
部
地
震
の
大
半
の
被
害

で
あ
る
一
部
損
壊
は
対
象

外
に
な
っ
て
い
る
。

　

住
宅
へ
の
支
援
が
不
十

分
な
背
景
に
は
、「
自
然

災
害
に
国
の
責
任
は
な

制
度
が
被
災
者
に
「
二
重

ロ
ー
ン
」
を
背
負
わ
せ
、

生
活
再
建
の
重
大
な
足
か

せ
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は

明
ら
か
だ
。
政
府
は
被
災

者
第
一
の
立
場
で
法
改
正

に
踏
み
出
す
べ
き
だ
。

　

今
回
の
災
害
で
は
多
く

は
復
旧
費
用
の
半
額
を
支

給
す
る
「
医
療
施
設
等
災

害
復
旧
費
補
助
金
」
と
い

う
国
の
制
度
が
あ
る
が
、

対
象
は
公
的
病
院
や
、
在

宅
・
休
日
当
番
医
な
ど
の

政
策
医
療
機
関
に
限
ら
れ

て
い
る
。
政
府
は
各
院
の

な
ぜ
政
府
は
復
旧
支
援
で

差
別
す
る
の
か
。
住
民
の

命
と
健
康
を
守
る
医
師
・

歯
科
医
師
に
再
建
費
用
を

押
し
付
け
る
こ
と
は
断
じ

て
許
さ
れ
な
い
。

　

安
倍
首
相
は
11
日
、
豪

雨
の
被
災
地
を
訪
問
し
、

「
き
め
細
や
か
な
生
活
支

援
、
生
活
再
建
に
取
り
組

む
」
と
語
っ
た
。
被
災
者

の
悩
み
に
応
え
る
な
ら

ば
、
抜
本
的
な
支
援
の
拡

充
に
今
す
ぐ
取
り
組
む
べ

き
だ
。

　

生
活
・
地
域
医
療
の
再

建
な
く
し
て
被
災
地
の
復

興
は
な
い
。
被
災
者
に
寄

り
添
っ
た
政
治
の
実
現
が

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

の
医
療
機
関
が
被
害
を
受

け
た
。
大
阪
で
も
約
２
０

０
人
の
会
員
か
ら
一
部
損

壊
や
浸
水
な
ど
の
報
告
が

寄
せ
ら
れ
、
診
療
所
の
再

建
や
復
旧
、
補
修
な
ど
の

苦
難
に
直
面
し
て
い
る
。

　

被
災
医
療
機
関
向
け
に

自
力
復
旧
を
原
則
と
し
て

お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
歯
科

診
療
所
は
公
的
支
援
を
受

け
ら
れ
な
い
。

　

地
域
の
医
療
機
関
は
公

立
・
民
間
を
問
わ
ず
、
社

会
的
役
割
を
果
た
し
て
き

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
」
と
す
る
政
府
の
冷
酷

な
考
え
が
あ
る
。
東
日
本

大
震
災
で
も
熊
本
地
震
で

も
そ
の
姿
勢
は
一
貫
し
て

お
り
、
給
付
額
や
対
象
範

囲
の
拡
充
を
求
め
る
被
災

者
と
野
党
の
要
望
か
ら
背

を
向
け
て
き
た
。
脆
弱
な

被
災
者
第
一
で
支
援
拡
充
を
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